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歳　入（一般会計）歳　出（一般会計）

◆会計別の決算状況
歳　入（Ａ） 歳　出（Ｂ） 差　引（Ａ－Ｂ）

一 般 会 計 175億3,467万円 171億3,673万円 3億9,794万円
国民健康保険特別会計 37億6,580万円 37億2,530万円 4,050万円
後期高齢者医療特別会計 3億4,254万円 3億4,209万円 45万円
介 護 保 険 特 別 会 計 22億9,154万円 21億9,143万円 １億11万円
簡 易 水 道 特 別 会 計 4億1,920万円 4億716万円 1,204万円
公 共 下 水 道 特 別 会 計 11億2,388万円 11億1,050万円 1,338万円
個別排水処理特別会計 1億8,135万円 1億8,006万円 129万円
農業集落排水特別会計 6,490万円 6,354万円 136万円
合 計 257億2,388万円 251億5,681万円 5億6,707万円
一般会計の歳入（A）と歳出（B）の差引（A－Ｂ）３億9,794万円のうち、２億3,794万円を平成28年度に繰り
越し、１億6,000万円を減債基金に積立（貯金）しました。

９万8,452円62万6,617円
※平成28年３月末の人口（27,348人）で計算※平成28年３月末の人口（27,348人）で計算

町民１人当たりが負担したお金 
（町税※法人にかかる税金も含む）

町民１人当たりに使われたお金

※資金不足比率の対象：簡易水道事業、公共下水道事業、個別排水処理事業、農業集落排水事業、水道事業

内　訳
町民税	 ４万7,813円 町たばこ税	 7,193円
固定資産税	 ４万844円 入湯税	 487円
軽自動車税	 2,115円

171億3,673万円
（前年度比：23億9,460万円増、16.2％増）

175億3,467万円
（前年度比：23億1,942万円増、15.2％増）

◆地方債
道路や公園、学校など長期間にわたって使用する
公共施設の整備には多額の費用が必要です。その
ため、整備費用の一部を地方債（借金）で賄い、単
年の負担を小さくし、何年にもわたって返済する
ことで、施設を利用する全ての世代に整備費用を
公平に負担してもらうことができます。

平成26年度 平成27年度
借 入 額 17億7,688万円 34億6,903万円
返 済 額 17億4,633万円 17億438万円
地方債残高 168億8,334万円 186億4,799万円

◆基金
大幅に税収が減少した場合や災害など予定外の
支出に備える「財政調整基金」や、地方債の返済
に備える「減債基金」、特定の目的を達成するた
めに使用する「特定目的基金」があります。

平成26年度 平成27年度
財政調整基金 14億1,100万円 16億1,200万円

減 債 基 金 4億1,600万円 3億1,700万円

特定目的基金 20億6,376万円 17億9,698万円

基 金 残 高 38億9,076万円 37億2,598万円
※それぞれの基金は、各年度末（３月末）現在の残高

◆平成27年度に行った主要な事業
１. ともに考えともに創る活力あるまちづくり
マイホーム応援事業補助金	 3,900万円
協働のまちづくり支援事業	 1,039万円
新庁舎建設事業	 25億4,593万円
２. 農業を核に競争力のある産業のまちづくり
担い手確保・経営強化支援事業補助金	 3,910万円
地域づくり総合事業補助金（農業振興施設）	 	5,490万円
プレミアム商品券発行事業補助金	 5,165万円
中小企業融資運用資金貸付金	 ３億8,200万円
企業開発促進補助事業	 1億319万円
３. 笑顔ゆきかう健康とやすらぎのあるまちづくり
障害者（児）支援費	 ６億1,158万円
子ども医療費助成事業	 9,950万円
発達支援センター事業	 1,579万円
４. 文化の香る心豊かな学びのまちづくり
札内中学校屋内運動場改修事業	 6,771万円
スクールバス購入事業	 2,096万円
特別支援教育支援員賃金	 5,498万円
５. 自然とともに生きる環境にやさしいまちづくり
除雪機械購入事業	 4,005万円
道路整備事業	 １億9,710万円
都市施設整備事業（都市公園等関連整備）		 4,806万円
都市防災施設整備事業（防災まちづくり）		 5,960万円

◆健全化判断比率と資金不足比率
平成27年度決算をもとに「地方公共団体の財政の健全化に関する法
律」の規定による財政の健全化度を算定しました。どの指標も国の基
準を下回り、本町の財政状況は健全であるという結果となりました。

 ・ 実質赤字比率
一般会計を中心とした赤字の割合
 ・ 連結実質赤字比率
一般会計のほか、特別会計も含めた全会計の赤字の割合

 ・ 実質公債費比率
年間の借金返済額の割合
 ・ 将来負担比率
将来に負担が見込まれる負債（借金）の割合

資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額の割合
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総務費は、新庁舎建
設事業の増などによ
り、24億9,790万円
増加しました。

歳入全体のうち、町自身で確保できる町税などの自主財源は47億
3,631万円（歳入の27.1％）で、地方交付税や国庫（道）支出金などの依
存財源は127億9,836万円（歳入の72.9％）となっています。

民生費は、障害者
（児）支援費の増など
により、3億9,043万
円増加しました。
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町税
26億9,247万円15.4％

11.7％

4.9％

34.8％

自主
財源
27.1%依存

財源
72.9%6.3％

7.1％

19.8％

その他自主財源
20億4,384万円

地方譲与税等
８億7,764万円

道支出金
12億3,841万円

国庫支出金
11億595万円

地方債
34億6,903万円

地方交付税
61億733万円

◆実質公債費比率の推移 ◆将来負担比率の推移

内　訳
総務費	 12万7,340円 農林業費	 ４万7,216円 教育費	 ５万683円
民生費	 11万8,458円 商工費	 ２万4,710円 公債費	 ７万418円
衛生費	 ３万6,959円 土木費	 ５万1,914円 職員費・その他	９万8,919円

その他
９億339万円職員費

18億185万円
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総務費
34億8,251万円
庁舎や近隣センターなどの
公共施設の維持管理、選挙、
統計などにかかったお金

民生費
32億3,961万円
高齢者や障がい者などの医
療・福祉、子育て支援などに
かかったお金

衛生費 
10億1,075万円
健康診断や予防接種、ごみ
処理などにかかったお金

農林業費
12億9,126万円
農林業・畜産業の振興
などにかかったお金

商工費
６億7,576万円
商工業や観光振興な
どにかかったお金

土木費
14億1,973万円
道路の除雪や公園な
どを整備するお金

教育費
13億8,607万円

学校教育や社会教育施設、図書
館の運営などにかかったお金

公債費
19億2,580万円

公共施設を造るときなどに借
りたお金（地方債）の返済金

用語の説明

健全化判断比率
実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

資 金 不 足 比 率

財政健全 財政悪化

本町の
算定結果

早期健全化基準
（黄色信号）

経営健全化基準（黄色信号）

財政再生基準
（赤信号）

赤字なし

赤字なし
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財
政
悪
化
・
経
営
悪
化

13.40％

18.40％

25.0％
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度

町
職
員
の
人
事
行
政・給
与
な
ど
を
公
表
し
ま
す

人事行政における公平性と透明性を高めるため、「幕別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」
に基づき、町職員の給与や職員数、勤務条件などを公表します。
※詳細は、役場１階ロビー、忠類総合支所、札内支所で閲覧することができます。また、町ホームページ
「町政情報」にも掲載しています。
総務課総務係（☎ 54-6608）

職員の給料は、職務の内容と責任に応じた級と
号給から成り立つ給料表に定められています。										

区分 平成27年度 平成28年度
平均給料月額 30万8,986円 30万5,080円

平均年齢 42.7歳 41.4歳

初任給
大卒 17万4,200円 17万6,700円

高卒 14万2,100円 14万4,600円

平均給料額、平均年齢など（一般行政職） 職員数の状況（各年４月１日現在）

部 門 平成27年度 平成28年度 前年度比較

一般行政部門

議 会 4人 4人 0人

総 務 63人 61人 △2人

税 務 11人 13人 2人

民 生 44人 47人 3人

衛 生 14人 16人 2人

労 働 	1人 1人 0人

農 林 水 産 27人 26人 △1人

商 工 	5人 4人 △1人

土 木 21人 22人 1人

特別行政部門

教 育 26人 27人 1人

公営企業等会計部門

水 道 5人 5人 0人

下 水 道 4人 4人 0人

そ の 他 13人 14人 1人

合 計 238人 244人 6人
※臨時職員と非常勤職員は除いています。

特別職の給料等の状況（各年４月１日現在）

区分 平成27年度 平成28年度

給料

町長 83万円 83万円

副町長 68万4,000円 68万4,000円

教育長 60万8,000円 60万8,000円

報酬

議長 32万3,000円 32万3,000円

副議長 25万8,000円 25万8,000円

常任委員長 23万1,000円 23万1,000円

議員 21万2,000円 21万2,000円

勤務時間の状況

一週間の勤務時間 38時間45分

一日の勤務時間 ７時間45分

勤
務
時
間
の
割
振

始業時刻 午前８時45分

終業時刻 午後５時30分

休憩時間 正午～午後１時

週休日 土・日曜
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ラスパイレス指数（一般行政職）

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料水準
を100とした場合の地方公務員の割合を示した
ものです。
十勝管内平均とは、十勝管内19市町村のラスパ
イレス指数を単純平均したものです。
幕別町は、平成27年４月時点で97.1でした。

人件費の状況（平成27年度決算）

区分 普通会計 企業会計

歳出額（Ａ） 171億1,686万5,000円 5億3,620万5,000円

人件費（Ｂ） 18億5,161万8,000円 1,888万円

人件費率
（Ｂ/Ａ） 10.8％ 3.5％

（参考）H26
人件費率 12.5％ 3.7％

※人件費は、職員の給料および共済費の総額のほか、町議会議員や審議会な
どの委員に支払う報酬を含んでいます。

職員給与費の状況（平成27年度決算）

区分 普通会計 企業会計

職員数（Ａ） 216人 3人

給料 7億9,142万7,000円 1,169万円

職員手当 2億1,023万7,000円 311万2,000円

期末・
勤勉手当 3億76万2,000円 407万8,000円

計（Ｂ） 13億242万6,000円 1,888万円

一人当たりの
給与費（Ｂ/Ａ） 603万円 629万3,000円

※職員手当には退職手当を含んでいません。
※企業会計職員数には一部の公営企業等会計部門の職員は含まれていません。

分限処分と懲戒処分の状況
分限処分とは、勤務実績が良くない場合や心身の故障など
の理由で、職務が十分に果たせないなどの場合に、公務能率
の維持を目的に職員に対して行う処分です。
また、懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を
問い、秩序維持を図ることを目的として行う制裁的処分です。
平成27年度は、分限処分が０件、懲戒処分（戒告）が１件でした。

職員の研修の状況（平成27年度）

職員研修は、町行政を担う職員一人ひとりが、住民との協働
の町づくりを考え、効率的かつ効果的な行政運営に努めるた
め、職員の資質の向上を図ることを目的に実施しています。

区分 内容 延べ参加人数

職場研修 業務上必要な専門知識等の
習得を目的に実施する研修 684 人

特別研修 国等への派遣研修、各種研
修機関等が実施する研修 140 人

自主研修 職員の自主的なプログラム
等に基づき行う研修 ２人

休暇・休業の状況
職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇（産前・
産後、育児、忌引、夏季休暇など）、介護休暇などがあります。
年次有給休暇は年間20日間が付与され、その年に使用しな
かった日数がある場合は20日を超えない範囲で翌年に繰り
越すことができます。
平成27年の職員１人当たりの平均取得日数（年次有給休暇）
は、9.1日でした。
また、平成27年度の育児休業取得者は４人です。

公平委員会の状況
公平委員会とは、職員の利益の保護と公正な人事権の行使
を保障するため、職員からの措置要求等を審査する独立し
た機関です。
職員は、この公平委員会に対し、勤務条件に関する措置の要
求や不利益処分に対する不服申立などをすることができま
すが、平成27年度については、該当がありませんでした。

INFORMATION
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▶問い合わせ・申し込み先／政策推進課（℡0155-54-6610）

色 スペース 寸法（mm） 料金（税込）
約1/12Ｐ 縦40×横85.5mm 3,780円（１回）

約1/6Ｐ 縦40×横176mm 7,560円（１回）

約1/3Ｐ 縦84.5×横176mm 15,120円（１回）

約1/2Ｐ 縦129×横176mm 22,680円（１回）

約１P 縦263×横176mm 45,360円（１回）

広報まくべつに広告を掲載しませんか？
◆発   行   日
　毎月１日
◆申込締切
　掲載希望月の前月10日
※掲載位置、ページは指
定できません。

※料金に制作料は含みま
せん。

【
広
告
料
金
一
覧
】

モ
ノ
ク
ロ

「救急医療情報キット」で
緊急時に備えましょう
急病時や災害が起きたとき、本人や家族から詳しい情報が
聞けない状況でも救急隊員に医療情報等を伝え、迅速な救
急医療活動に役立つ「救急医療情報キット」を配布対象の
方に無料で配布しています。
救急医療情報キットに緊急連絡先や持病の有無、かかりつ
け医などの情報を記入して自宅の冷蔵庫に保管しておき、
もしもの場合に備えましょう。
◆配布対象
	65歳以上のみの世帯（１人暮らしを含む）、障がいのある
方、健康上に不安のある方

◆申請・配布場所
役場福祉課、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿
※電話での申請も受け付けしています。
・ 福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

◆救急医療情報キットの内容
①救急医療情報を記載する用紙
②救急医療情報を入れる円筒型プラスチック容器
③保管場所を示す冷蔵庫貼り付け用マグネットシール
④キットを設置していることを示す玄関ドア用シール

①
②

③

④

「人生学博士」を推薦してください
町では、さまざまな分野で培った知識や技能を生かし、町内の
各種行事や活動の場で幅広く活躍されている65歳以上の方に
対し、２年に一度「人生学博士」としての認定を行っています。
今年度新たな認定を行うため、次の要件に当てはまる方の
推薦を募集します。
◆対象者
　町内在住のおおむね65歳以上の方で、博士としてふさわし
い活動実績があり、引き続きその活動意欲をお持ちの方。

◆対象分野
▶趣味・教養の部　盆栽・園芸・写真・囲碁・将棋・釣り・落
語・手品・昔話朗読・紙芝居・パソコン等

▶芸術・文化の部　音楽・書道・絵画・写真・陶芸・俳句・短
歌・川柳・茶道・華道・舞踊等

▶健康・体育の部　長寿・健康・体育等
▶創作の部　手工芸・木工芸・料理等
▶その他　前記以外の博士として認定するにふさわしい分野
◆推薦方法
　各種団体、町民からの推薦のほか、自薦もお受けします。
推薦書に必要事項を記入の上、提出してください。

※推薦書は役場保健課、札内支所、糠内出張所、忠類総合支
所地域振興課、ふれあいセンター福寿で配布しています。
11月25日㊎まで
役場保健課、札内支所、糠内出張所、忠類総合支所地域振
興課、ふれあいセンター福寿
保健課高齢者支援係（☎ 54-3812）

「北海道健康マイレージ」とは、道が、道民の健康診断やが
ん検診などの受診率の向上、健康に配慮した生活習慣を身
に付けるきっかけづくりを目的として、市町村・協賛企業
と協働で行う事業です。
町が実施する健康づくりの事業をポイント化し、参加者が
がん検診の受診や健康講座などに参加して６ポイント集
めると、抽選で協賛企業からの特典が当たる仕組みです。
◆参加できる方　 町内在住の20歳以上の方
◆参加方法
①参加申込書を町に提出し、ポイントカードを受け取ります。
②町の健康づくり事業に参加し、ポイントシールを集めます。
③６ポイント集まったら、ポイントカードを町へ提出します。
④道が抽選を行い、当選者に協賛企業から提供された特典
をお渡しします（平成29年５月以降）。

◆ポイントカード配布期間
　11月１日㊋～平成29年３月31日㊎
◆ポイント付与期間・ポイントカード提出期限
平成29年３月31日㊎まで

◆ポイント付与対象事業
ポイント数 事業名

２ポイント
健診（特定健診、後期高齢者健診、基本健診、職場健
診、人間ドック、脳ドック等）

がん検診
※２種類以上受診した場合もポイント付与は１回のみ

１ポイント
町が主催する健康講座や介護予防事業
自分の健康目標に向かって３カ月間実
行・達成すること

※詳細は各窓口で配布しているチラシ、町ホームページで
確認ください。

※今年４月以降に健診やがん検診を受診した方、健康づく
り事業に参加した方にもポイントが付与されます。ポイ
ントカード提出時に健（検）診結果をお持ちください。

◆参加申込書・ポイントカード配布・提出窓口
　役場保健課、札内支所健康相談室、ふれあいセンター福寿
※申込書は町ホームページからもダウンロードできます。
・ 保健課健康推進係（☎ 54-3811）
http://www.town.makubetsu.lg.jp/

「北海道健康マイレージ」に
参加して特典をもらおう！

あなたの健康づくりを応援します！

11月９日は「119番の日」
119番は落ち着いて正確に！

消防庁では、消防に対する正しい理解と認識を深め、防火意
識の高揚、地域ぐるみの防災体制の確立を目的に、昭和62年
から11月９日を「119番の日」としています。
いざという時、落ち着いて119番通報ができるよう、手順を
確認しておきましょう。
◆電話以外でも119番通報ができます！
電話での通報以外にも、FAXやEメールによる119番通報
を受け付けています。詳細はとかち広域消防局または幕
別消防署にお問い合わせください。

◆災害案内　☎0180-99-1198
	※災害の発生状況をお知らせしています。

◆北海道救急医療情報案内センター
☎0120-20-8699（フリーダイヤル）／☎011-22-8699（携帯電話）
※医療機関の情報を24時間体制で案内しています。受診する病院が分からな
い時になどにお問い合わせください。

幕別消防署（☎ 54-2434）
　とかち広域消防局情報指令課（☎0155-26-9126）

◆119番通報の流れ

あなた（通報者）の名前と
電話番号を教えて下さい。

場所（住所）は、どこですか？

何が燃えていますか？ 誰がどうしましたか？

火事ですか？ 救急ですか？

けが人や逃げ遅れた
人はいますか？

傷病者は
どんな状態ですか？

119番
通報
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INFORMATION

幕別町児童生徒健全育成標語の
最優秀作品が決まりました
幕別町児童生徒健全育成推進委員会では、児童・生徒に健全な成長について理解と関心を持ち、望ましい生活習慣を身につけ
てもらうことを目的に、毎年「児童生徒健全育成標語」を募集しています。標語の主題ごとに小学・中学の部から各１人を最優
秀作品として選考し、３月に行う「児童生徒健全育成標語表彰式」で表彰されます。

◆交通安全・交通マナー・
　事故防止の部

事故起こし
取り返せない
この命

明倫小学校５年
六郎田  将斗

事故のもと
耳にイヤホン
手にスマホ

忠類中学校２年
木幡  芽唯

◆あいさつ運動の部

あいさつは
みんなをつなぐ
ハイタッチ

札内北小学校６年
山本  一真

あいさつで
心あったか	
いい気持ち

札内中学校１年
杉谷  歩夢

◆ボランティア・
　環境保全等の部

少しだけ
助ける気持ち
大きな輪

札内北小学校６年
神原  昂汰

助け合い
明るい花が
胸に咲く

札内中学校１年
宮澤  望愛

台風10号等大雨災害義援金の募集
平成28年８月30日の台風10号による大雨等で被災された
幕別町の皆さまの生活支援や再建のための義援金を受け付
けます。お寄せいただいた義援金は、直接被災された皆さま
にお届けします。
◆受付期間　平成29年３月31日㊎まで
◆義援金の振り込み、現金書留について
各都府県の第二地方銀行から北洋銀行の口座へ振り込
む場合と、全国各信用金庫から帯広信用金庫の口座へ振
り込む場合、手数料は無料です（ATMでの振り込みは有
料）。また、現金書留で義援金を郵送される場合は現金
書留郵便物の料金が免除となります。詳細は郵便局窓
口でご確認ください。

◆税法上の措置（控除）について
義援金の寄附は、所得税法、地方税法、法人税法上の寄附
金控除や損金算入の取扱いを受けることができます。税
の申告をされる場合は、「金融機関の振込票（原本）」、町
ホームページ（専用口座掲載部分）の写しが必要です。

◆受領書について
災害義援金受領書をご希望の方は「受領書発行依頼書」が
必要となります。詳細はお問い合わせください。
出納室会計課（〒089-0692	幕別町本町130番地１・☎
54-6607）
http://www.town.makubetsu.lg.jp/

　（トップページ＞特別なお知らせ＞台風10号等大雨災害義援金の募集）

◆義援金受け付け
口座名義人：幕別町災害義援金（マクベツチョウサイガイギエンキン）

銀行名 北洋銀行 帯広信用金庫 十勝信用組合
本・支店名 幕別支店 札内支店 幕別支店

科目 普通 普通 普通
口座番号 3265524 1271661 1055379

銀行名 幕別町農業
協同組合

札内農業
協同組合

忠類農業
協同組合

本・支店名 本所 本所 本所
科目 普通 普通 普通

口座番号 0027455 0023139 0016798

銀行名 ゆうちょ銀行

振込元・
振込先

ゆうちょ銀行→
ゆうちょ銀行

他金融機関→
ゆうちょ銀行

本・支店名 ‐ 〇一九

科目 ‐ 当座

口座番号 00180-4-486815 0486815
※ゆうちょ銀行、北洋銀行本支店での窓口・ATMは手数料無料。その他金融
機関は窓口振込は無料、ATM振込は有料。

※役場会計課、札内支所、忠類総合支所、糠内出張所でも受け付けます。現
金をお持ちください。
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忠類市街地の宅地を分譲販売しています

▶忠類白銀町団地　※子育て世代等が対象
地番 区画面積 販売価格

①忠類白銀町
159-2

320.14㎡
（96.84坪）

105万3,000円
（10,873円／坪）

②忠類白銀町
159-3

319.49㎡
（96.64坪）

105万1,000円
（10,875円／坪）

▶忠類錦町しらかば団地
地番 区画面積 販売価格

③忠類錦町
432-60

463.57㎡
（140.22坪） 114万円

（8,130円／坪）④忠類錦町
432-64

463.56㎡
（140.22坪）

※忠類白銀町、忠類錦町どちらも幕別町マイ
ホーム応援事業補助金の対象です。詳細はお
問い合わせください。
・ 忠類総合支所地域振興課（☎ ８-2111）
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▲忠類白銀町団地

▲忠類錦町しらかば団地

「臨時福祉給付金」、「障害・遺族年金受給者向け給付金」の
申請は12月12日㊊までです
臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金の申請受付期間は、12月12日㊊
までです。対象となるかどうか今一度ご確認いただき、まだ申請をされていない
方はお早めの申請をお願いします。
※申請書が届いていない場合、紛失した場合はお問い合わせください。
▶臨時福祉給付金
　【対象となる方】　平成28年１月１日時点で本町に住民票があり、平成28年度
の住民税が課税されていない方。
※住民税が課税されている方の扶養や生活保護を受給している方は対象外。
　【支給額】対象者１人につき３千円
▶障害・遺族年金受給者向け給付金

【対象となる方】　上記臨時福祉給付金の支給要件を満たし、平成28年５月分
の障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給している方。

※「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」を受給した方は対象外。
【支給額】対象者１人につき３万円

▶申請窓口　幕別町役場、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿
・ 福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

勤労者福祉資金のご案内

町内在住の勤労者の方の生活を支援
するため、冠婚葬祭・医療・教育などの
資金を融資する制度を設けています。
貸し付けの際は町が指定した金融機
関の条件審査があります。
▶貸付対象者　町内に１年以上住
所を有し、町税等を滞納していない
勤労者の方（自営業を除く）。
▶貸付限度額　100万円
▶貸付期間　５年以内
▶貸付利率　生活資金…1.0％
　　　　　　			教育資金…0.85％
台風10号等により被災された方が
融資制度を利用した場合、保証料
が免除となります（平成29年３月
末申込受付分まで）。詳細はお問い
合わせください。
・ 商工観光課商工労政係（☎
54-6606）／北海道労働金庫帯広
支店（☎0155-24-3767）

事業主と従業員の皆さまへ
個人住民税の「特別徴収義務者」指定を実施しています
町では、適切な課税・徴収と給与所得者の利便性の向上のため、個人住民税（町道民税）
の特別徴収を行っていない事業主に対し、「特別徴収義務者」指定を行っています。
▶特別徴収とは？
事業主（給与支払者）が従業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与
から個人住民税を差し引いて納入する制度です。
全ての事業主は特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収する必要
があります（地方税法第321条の４）。個人住民税は毎月の納入額が決まっており、
所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員の１回
あたりの納税額が少なくなるほか、金融機関等に納付する手間がなくなります。
	税務課住民税係（☎ 54-6604）

古衣料・牛乳パック回収
（幕別町消費者協会）

回収した布類は、回収業者によってウ
エス（ぞうきん）などに再利用されます。
○回収できるもの  ※洗濯済みのもの
①綿50%以上の衣料品
②毛布全般（素材不問）

▶分別方法
①タオル、タオルケット、白の衣料品
（下着、白いＴシャツは模様入り可）
②上記以外の衣料品

×回収できないもの
①綿50%未満			②厚地（ジーパン等）
③裏地のあるもの　④布きれ
⑤寝具（布団、ベッドマット、枕、座布団など）
⑥再利用ができないもの（便座カ
バー、カーテン、ぬいぐるみ、キル
ティング素材など）

▶牛乳パック回収
牛乳パックは中を洗い、開いた状
態でお持ちください。
12月３日㊏			午前９時～午前10時30分
札内福祉センター	第１講座室
住民生活課住民活動支援係

　（☎ 54-6602）
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INFORMATION

【保育所（園）】
保育所（園） 住所 電話番号

幕別中央保育所 寿町２番地５ ☎ 54-2552

札内さかえ保育所 札内北栄町23番地１ ☎ 25-9011

札内青葉保育所 札内青葉町310番地36 ☎ 56-4131

札内北保育所 札内新北町75番地１ ☎ 56-2049

札内南保育園 札内あかしや町56番地73 ☎ 56-3326

忠類保育所 忠類白銀町402番地１ ☎ ８-2658

▶保育時間
　午前７時30分～午後６時30分
※札内青葉、札内南保育所は午後７時まで
▶入所年齢
　０歳児（生後６カ月）～５歳児
（平成23年４月２日～平成28年10月１日生まれ）
※忠類保育所のみ１歳児～５歳児
　（平成23年４月２日～平成28年４月１日生まれ）
▶入所条件
　保護者が下記の「保育の必要な事由」に該当すること。
※忠類保育所の３歳以上児童には入所条件はありません。
①日常の家事以外の仕事をしている場合。
②妊娠中（母子健康手帳で確認）、または出産後間がない場合。
（産後の入所期間は３ヶ月）。
③病気や負傷、または精神や身体に障害がある場合。
④長期の病気や心身に障害がある同居の親族の介護をしている場合。
⑤災害の復旧に当たっている場合。
⑥求職活動を継続的に行っている場合（入所期間は１カ月）。
⑦学校または職業訓練校に在学している場合。
⑧虐待やＤＶのおそれがある場合。
⑨平成28年度に育児休業中である事を要件として、すでに保育所
に入所している子どもの保護者が引き続き育児休業中の場合。

⑩上記の各号に類する常態にある場合。
▶提出書類
　入所申込書ほか必要書類
※申込書は11月１日㊋から各保育所、札内支所、役場こども
課、保健福祉課（ふれあいセンター福寿内）で配布します。

▶受付期間
　11月１日㊋～11月30日㊌
▶提出先
　入所を希望する保育所
▶面　接　
　新入所児童と前年度と別の保育所を希望する児童のみ面
接を行います。日時等の詳細は１月中旬頃通知します。

※定員などの都合上、希望の保育所に入所できない場合が
あります。

【学童保育所】
学童保育所 住所 電話番号

はぐるま 新町139番地３ ☎ 54-2028

あすなろ 札内青葉町185番地12 ☎ 56-6650

つくし 札内文京町28番地８ ☎ 56-3917

やまびこ 札内桜町132番地１ ☎ 25-5223

ちゅうるい 忠類白銀町384番地10 ☎ ８-2910

▶対　象
　保護者の就労などにより、昼間家庭での保育が受けられ
ない小学生。

▶保育期間
　平成29年４月１日㊏～平成30年３月30日㊎まで
　（日曜・祝日、年末年始を除く	※土曜は施設を開放）
▶保育時間
　【学校登校日】学校終了後～午後５時
　【夏・冬休み、学校休業日】午前８時～午後５時
▶保育時間の延長
次の①・②に該当し、申請により許可を得た場合は、月～
金曜の間、最長午後６時30分まで保育時間を延長します。

①児童の安全確保上、保護者の迎えが可能であること。
②保護者の勤務終了時間が午後５時を過ぎる日であること。
▶保育料
　月額１人4,500円
▶提出書類
　入所申込書ほか必要書類
※申込書は申込書は11月１日㊋から各学童保育所、各保育
所、忠類総合支所地域振興課で配布しています。

※現在入所している児童も入所申込書を提出してください。
▶受付期間
　11月１日㊋～11月30日㊌
▶提出先
　各学童保育所、役場こども課、札内支所、保健福祉課福祉
係（ふれあいセンター福寿内）

▶面　接
　新たに入所を希望する児童と保護者のみ面接を行います。
日時等の詳細は１月下旬頃通知します。
こども課保育係（☎ 54-6621）・保健福祉課福祉係（ふれ
あいセンター福寿内・☎ ８-2910）

平成29年度  保育所（園）・学童保育所の児童募集
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幕別町歯科医師会からのお知らせ
虫歯予防フッ素塗布
虫歯の予防に効果的なフッ素塗布が
特別料金で実施されます。
11月17日㊍　	 下記の歯科医院

※予約の有無、時間などの詳細は、各
歯科医院にお問い合わせください。

歯科医院 電話番号
木下歯科医院 ☎ 54-2228
大内歯科医院 ☎ 56-5223
河原歯科クリニック ☎ 23-8148
國安歯科医院 ☎ 56-6555
杉村歯科医院 ☎ 56-6020
高橋歯科・
小児歯科クリニック ☎ 56-7377

みずほ通り
歯科クリニック ☎ 22-3118

村松歯科医院 ☎ 56-3600
ふみの木
歯科クリニック ☎ 67-8587

１人500円（通常料金約1,000円）
町内在住の幼児・児童
【フッ素のはたらき】
　フッ素を歯の表面に塗ることで、
虫歯菌が出す酸に溶けにくい強い
歯になると考えられています。世
界保健機関（WHO）や日本歯科医
師会などでも推奨されています。
保健課健康推進係（☎ 54-3811）

帯広税務署からのお知らせ
資産税に関する個別相談
帯広税務署では、下記の日程で資産
税（譲渡所得・相続税・贈与税）に関す
る個別相談を受け付けます。
11月７日㊊、11月21日㊊

　12月５日㊊、12月19日㊊
帯広税務署（帯広市西5条南6丁目1）

※事前予約が必要です。詳細はお問
い合わせください。
・ 帯広税務署資産課税部門
　（☎0155-24-2161）

11月の
人権相談・行政相談

▶人権相談：札内会場
人権擁護相談員：
桐山武博さん、前川満博さん
11月16日㊌		午後１時～午後３時
札内福祉センター
住民生活課住民活動支援係

　（☎ 54-6602）
▶行政相談：札内会場
行政相談員：松本茂敏さん
11月16日㊌		午後１時～午後３時
札内福祉センター
新町・松本茂敏さん（☎ 54-5267）

木造一戸建て住宅
無料耐震診断
既存木造住宅の耐震化促進のため、
耐震診断を無料で行っています。
▶対象住宅			①と②を満たす住宅
①昭和56年５月31日以前に建てら
れた木造戸建て住宅
②階数が２階以下で床面積500㎡
以下（地階がある住宅は対象外）

▶診断方法
住宅の図面と申込者の聞き取りで診
断します（現地調査は行いません）。
図面がない場合はご相談ください。
※診断結果は、耐震性の有無につい
て大まかな４段階評価となります。
また、耐震に関する情報として住所、
氏名などの個人情報を除いて、診
断結果を公表する場合があります。
・ 都市計画課建築係

（☎ 54-6623）

毎年、道内で積雪による建築物の倒壊や沿道
建築物等からの落氷雪による死傷事故が発生
しています。落氷雪事故は気温が－３℃から
＋３℃で発生しやすいため、気温が下がりはじ
めるこの時期、空き家を含めた建築物の所有
者・管理者は事故防止のため、次のことに注意
してください。

▶建築物の倒壊防止のため、降雪の前にカーポートなどの簡易な建築物、老朽化し
ている建築物の点検・修繕等を行い、積雪した際は雪下ろしを行ってください。

▶落氷雪が起きやすい建築物は、屋根に雪止めを設置してください。雪止めを設
置している建築物は、雪止めの点検・修繕を行ってください。

▶	ビルの壁や窓枠、突出看板等についた氷雪は少量でも危険なため、速やかに除
去してください。

▶落氷雪が起きた場合は、通行の支障とならないよう直ちに除去してください。
また、落氷雪や敷地内の積雪は絶対に道路に出さないでください。
都市計画課建築係（☎ 54-6623）

積雪による建築物の倒壊・
落氷雪による事故を防止するために

11月は児童虐待防止月間です
子どもを虐待から守りましょう
平成27年度中に全道の児童相談所へ寄せられた児
童虐待の相談件数は、過去最多の3,900件となり、前
年度に比べて886件増加しています（帯広児童相談
所での相談件数は215件）。
虐待かも？と感じたら、児童相談所やこども課に連
絡・ご相談ください。あなたの気づきが子どもを守
り、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。
連絡は匿名で行うことができ、連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
また、連絡した方が責任を問われることはありません。
連絡・相談を受け、児童相談所の専門職員が調査、指導を行い、必要な場合は子ど
もを緊急保護します。虐待の早期発見にご協力ください。
児童相談所全国共通ダイヤル（☎189）、帯広児童相談所（☎0155-22-5100）

　こども課こども支援係（☎ 54-6621）　 kodomoka@town.makubetsu.lg.jp
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INFORMATION

いつまでも若い脳を保ちましょう
脳力テスト in 忠類

「脳力テスト」で５つの脳機能につい
て確認し、現在の自分の「脳力」を知
りましょう。
認知症の前駆的な段階「軽度認知障
害」の時期に脳機能を鍛えることが
認知症の予防につながります。
脳力テスト：11月17日㊍

　結果説明会：12月１日㊍
　午前10時～午前11時30分
ふれあいセンター福寿　		 無料
町内在住の65歳以上の方
11月14日㊊まで
・ 保健福祉課保健係（☎ ８-2910）

健康づくり冬講座
リズムエクササイズ＆
骨盤調整ストレッチ
音楽に合わせて楽しく全身を動かし
たあと、身体をリラックスさせるス
トレッチを行います。
骨盤体操や腰・膝痛予防と改善に必
要な筋力アップを中心に、自宅で簡
単にできる最新の身体ケアを学びま
しょう。
11月18日㊎、11月25日㊎

　12月２日㊎、12月９日㊎
　午前10時～午前11時30分
札内スポーツセンター	２階研修室
25人		※先着順
無料
町内在住の30歳以上の方
11月17日㊍まで
バスタオル、飲み物、運動しやすい
服装、上靴
講師：吉田景子さん

　（トータルケア代表）
・ 保健課健康推進係
　（☎ 54-3811）

講座名 時間 幕別トレセン 札内スポセン

転倒しない体づくり 13：30 12日・19日・26日㊊ 13日・20日・27日㊋

　コグニサイズ 13：30 ５日㊊ ６日㊋

Enjoy！
イキイキサーキット 19：30 13日・27日㊋１日・15日・22日・29日㊍

５日・19日㊊
２日・９日・16日㊎

はじめてエアロビクス
14：00 ９日㊎ 28日㊌

19：30 ６日・20日㊋ 26日㊊

ZUMBA（ズンバ）
14：00 14日㊌

19：30 ８日㊍ 12日㊊

みんなでスッキリ
サーキット 14：00 ２日・16日㊎ ７・21日㊌

講座名 時間 忠類体育館

ゆったりストレッチ＆
快適運動 14：30 １日・８日・15日・22日・29日㊍

教育委員会生涯学習課（☎ 54-2006）／札内スポーツセンター・トレーニング
室（☎ 56-1044）／農業者トレーニングセンター（☎ 54-2106）／忠類体育館
（☎ 8-2201	忠類コミュニティセンター内・生涯学習係）

12月の健康講座    ※参加申し込み不要。お気軽にご参加ください。

町民ミニバレー交流会

11月27日㊐　午前９時
　（受付：午前８時45分）
農業者トレーニングセンター
１人600円（昼食代は含みません）

※当日納入
町内在住者で編成されたチーム

　（町外在住の町協会員の参加可能）
混成の部（女子チームも可）
11月18日㊎まで
※詳細はお問い合わせください。
・ 町ミニバレー協会事務局・久保田
　（☎0155-30-6737）

第47回スピードスケート
選手権大会
平成29年１月７日㊏　午前９時

　（受付：午前８時45分）
幕別運動公園スケートリンク
１人500円　※申込時納入
小学、中学、高校、一般
12月９日㊎まで
幼児の部（当日受付・参加料200円）
に参加される方は午前９時30分ま
でに会場にお越しください。
教育委員会生涯学習課

　（☎ 54-2006）
町スケート協会事務局・柿崎

　（☎ 54-2194）

わかば幼稚園体験入園

12月２日㊎　午前10時～午前11時
わかば幼稚園（幕別町錦町98）
満２歳以上の未就学児童
「園児と一緒に仲良く遊ぼう」
保護者、体験児の上履き
体験入園は申し込みが必要です。
詳細はお問い合わせください。
・ わかば幼稚園（☎ 54-4223）

移動献血車「ひまわり号」が来町します。
12月７日㊌

と　き ところ
午前９時30分～
正午 幕別町役場

午後１時30分～
午後３時

幕別町農業
協同組合

午後３時45分～
午後４時30分 十勝の杜病院

福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

献血にご協力ください 道営住宅の入居者募集

▶募集案内配付期間
10月28日㊎～11月14日㊊

▶申し込み受付期間
11月11日㊎～11月14日㊊
・ ㈱エーワンホーム
　（☎0155-22-2013）

▶募集予定の団地・公募予定戸数
・道営あかしや南団地（一般世帯向け）		
		２LDK…２戸／３LDK…１戸
・道営若草団地（一般世帯向け）
		２LDK…１戸／３LDK…３戸
※詳細はお問い合わせください。

▶入居資格 （①～④を全て満たす方）
　①住宅にお困りの方		②同居する親族がいる方
（単身の場合は昭和31年４月１日以前生まれの
方）		③公営住宅法に定める収入基準以内の方		
④申込者と同居予定者が暴力団員でない方

▶抽選会　 11月28日㊊		午後２時　　 役場２-Ａ会議室
　※当日欠席の場合は職員が代理で抽選を行い、文書で結果をお知らせします。
▶入居説明会　 12月８日㊍		午後２時　　 役場２-Ａ会議室　　
※12月９日㊎から12月15日㊍までに入居してください。
提出書類、入居資格、申し込み方法などの詳細はお問い合わせください。
役場都市計画課、忠類総合支所、札内支所
都市計画課住宅係（☎ 54-6623）

▶一般募集の住宅／申込期限：11月14日㊊～11月18日㊎
応募がない場合、随時入居者を募集します。

札内 泉町（2-204）
家賃22,800円～44,800円 ①3階建て2階	②3LDK	③H7	④有	⑤リース

札内 泉町（4-204）
家賃23,200円～45,500円 ①3階建て2階	②3LDK	③H9	④有	⑤リース

▶随時募集の住宅　　※入居申し込みがあった時点で募集終了となります。

幕別 新緑町南（1-4）
家賃15,000円～29,600円 ①2階建て2階	②3LDK	③S59	④・⑤入居者負担

幕別 新緑町南（1-5）
家賃15,000円～29,600円 ①2階建て2階	②3LDK	③S59	④・⑤入居者負担

幕別 寿町（1-204）
家賃16,100円～31,600円 ①2階建て2階	②3LDK	③S61	④・⑤入居者負担

幕別 寿町（2-102）
家賃16,100円～31,600円 ①2階建て1階	②3LDK	③S61	④・⑤入居者負担

幕別 寿町（3-101）
家賃16,300円～32,100円 ①2階建て1階	②3LDK	③S62	④・⑤入居者負担

札内 桂町２（2-4）
家賃16,900円～33,200円 ①2階建て2階	②3LDK	③S57	④・⑤入居者負担

▶優先公募の住宅／申込期限：11月７日㊊～11月11日㊎
１人世帯向けのバリアフリー住宅のため、60歳以上の高齢者のみの世帯または歩
行困難な障がいのある方が同居する世帯を優先して受け付けます。
応募がない場合は、一般募集を行います。一般募集でも応募がない場合は、随時入
居者を募集します。

幕別 南町（2-2）
家賃20,600円～40,400円 ①2階建て1階	②2LDK	③H10	④有	⑤リース

公営住宅の入居者募集

①階数 ②間取り ③建設年
④浴槽  ⑤給湯設備 

確定申告業務補助（臨時職員）

雇用期間
募集人数

①平成29年１月６日㊎～
６月９日㊎……１人

②平成29年２月１日㊌～
６月９日㊎……２人

応募資格 簡単なパソコン操作（ワー
ド・エクセル）のできる方

勤 務 日 月曜～金曜

勤務時間 午前８時45分～
午後５時30分

勤務場所 幕別町役場税務課
業務内容 課税資料の整理、照合作業

賃 金
日額6,390円
※片道2km以上通勤手当支給、
社会保険・雇用保険加入

▶提出書類
臨時職員登録申込書（写真添付）

※申込書は提出先にあります（町ホー
ムページからもダウンロード可能）。

▶応募方法　郵送、直接提出
11月17日㊍必着
面接：11月25日㊎		※詳細は後日連絡
役場総務課、忠類総合支所地域振
興課、札内支所、糠内出張所
総務課総務係（〒089-0692	幕別町
本町130番地１	☎ 54-6608）
http://www.town.makubetsu.lg.jp/

保育士（準職員）・
臨時的任用職員募集

保育士（準職員）
募集人数 １人

応募資格
保育士資格
（平成28年３月31日ま
でに取得見込の方も可）

勤 務 日 月曜～土曜のうち５日間
勤務時間 １日７時間45分
勤務場所 忠類保育所

賃 金
月額154,300円～
※各種手当支給（通勤、期末、寒
冷地、住居、扶養、地域手当）、
社会保険・雇用保険加入

採 用
年 月 日 平成29年４月１日

▶提出書類　履歴書（自筆・写真添
付）、保育士証（写し）または資格取
得見込証明書

▶応募方法　郵送、下記に直接提出
11月30日㊌必着
採用試験日時は後日連絡
保健福祉課福祉係
保健福祉課福祉係（ふれあいセン
ター福寿内・☎ ８-2910）
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